
政府の「電気・ガス料金支援」による電気料金の算定について 

 

当社は、政府の「電気・ガス料金支援」（以下「負担軽減策」といいます。）の実施に

伴い、電気料金の特別措置を適用することとし、低圧および高圧お客さまの電気料金に

ついて、１キロワット時あたり、以下の単価を差し引いて算定いたします。 

なお、負担軽減策に関し、お客さまからのお申込みは必要ありません。 

 

 

 

１．差し引き単価（税込） 

【低圧（従量制）のお客さま】 

2025 年８月分料金 ７月検針日～８月検針日の前日までのご使用分 2.0 円/kWh 

2025 年９月分料金 ８月検針日～９月検針日の前日までのご使用分 2.4 円/kWh 

2025 年 10 月分料金 ９月検針日～10月検針日の前日までのご使用分 2.0 円/kWh 

■定額制の料金メニューの差し引き単価は以下のリンクからご確認ください。 

  「電気・ガス料金支援」に係る電気料金特別措置の認可 

【高圧のお客さま】 

検針日が 

毎月 1 日のお客さま 

2025年 ８月１日～ ８月31日までのご使用分 1.0 円/kWh 

2025年 ９月１日～ ９月30日までのご使用分 1.2 円/kWh 

2025年10月１日～10月31日までのご使用分 1.0 円/kWh 

検針日が 

毎月1日以外のお客さま 

2025年７月検針日～８月検針日の前日までのご使用分 1.0 円/kWh 

2025年８月検針日～９月検針日の前日までのご使用分 1.2 円/kWh 

2025年９月検針日～10月検針日の前日までのご使用分 1.0 円/kWh 

 

※首都圏エリアのお客さまは、検針日を計量日に読み替えます。 

 

https://www.rikuden.co.jp/press/attach/25062502.pdf


２．電気料金算定のイメージ（従量制） 

 

 

 

 

 

※1 高圧のお客さまは燃料費等調整額に読み替えます。 

※2 高圧のお客さまは燃料費等調整単価（燃料費調整単価+市場価格調整単価）に読み替えます。 

 

 

３．影響額のご確認方法 

①ご使用量×②差し引き単価＝影響額 

 

 

【電気ご使用量のお知らせのイメージ】  

■電気ご使用量等のお知らせ 

＜表面＞                ＜裏面＞ 
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発電促進賦課金 
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差し引き単価を反映して算定いたします。 

 

 

②差し引き単価 

➀ご使用量 

 



■電気料金のご案内（振込票） 

＜表面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜裏面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀ご使用量 

 

 

②差し引き単価 



■今月分電気料金等のご請求（ほくリンク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■負担軽減策の詳細については、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。 

  電気・ガス料金支援特設サイト 

電気・ガス料金支援窓口 

  0120-013-305（平日 9:00～17:00） 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

